
「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和４年 11月分） 

 

見出し 0411-18 小袖海岸の整備 

ご意見 県道野田長内線（小袖沢－小袖間）の支障木を伐採してほしい 

回答 ご提言いただきました支障木の伐採ですが、県道野田長内線を管理

している県北広域振興局土木部に情報提供し、状況を説明したところ、

「県では、週２回の道路パトロールを行い、倒木などで通行に支障が

ある場合は除去等を行っていますが、今回の要望を受け、改めて現地

の状況を確認し、通行に危険な支障木の伐採等を行います」と回答を

いただいたところです。 

 市では、道路利用者が安全に通行できるように、引き続き県と協

力し、適切な維持管理に取り組んでまいります。 

担当課 建設企画課  電話：0194-52-2120 

 

 


